
時差勤務実施要綱 

令和２年２月２１日 

３１川教職企第２１４号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程（昭和

４２年川崎市教育委員会訓令第２号）別表第１に掲げる時差勤務に関して必

要な事項を定めるものとする。 

（時差勤務の対象外職員） 

第２条 時差勤務に係る勤務時間等を割り振ることにより公務の運営に支障が

あると認められる業務として別表に掲げる所属の業務に従事する職員は、時

差勤務をすることができない。ただし、特定の日又は時間帯において時差勤

務に係る勤務時間等を割り振ることにより公務の運営に支障が生じないこと

が明らかな場合として所属長が特に認める場合は、この限りでない。 

（時差勤務の上限） 

第３条 時差勤務の回数は、各週（日曜日から土曜日までの７日。以下「単位

期間」という。）ごとにつき３回を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育次長が特に必要があると認めるときは、一

定の期間に限り、単位期間における時差勤務の回数の限度を変更し、又は回

数を制限しないこととすることができる。 

（時差勤務の申請手続等） 

第４条 職員は、時差勤務をしようとするときは、単位期間が始まる日の直前

の水曜日までに申請を行うものとする。 

２ 前項の規定による申請を行った職員は、当該申請に係る時差勤務をするこ

とが困難である等の事情が生じたときは、２日前までに、異なる始業及び終

業の時刻の時差勤務をする旨の申請(以下「変更申請」という。)又は時差勤



務をしない旨の申請(以下「取消申請」という。)を、行うものとする。 

３ 変更申請を行った職員は、当該変更申請に係る時差勤務をすることが困難

である等の事情が生じたときは、２日前までに、再度変更申請を行うものと

する。 

（時差勤務に係る勤務時間等の割振り） 

第５条 所属長は、職員から前条第１項の規定による申請があった場合におい

て、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に当該申請に係る勤

務時間等を割り振るものとする。 

２ 所属長は、職員から前条第２項及び第３項の規定による申請があった場合

において、公務の運営に支障がないと認めるときは、変更申請については当

該職員に当該申請に係る勤務時間等を割り振り、取消申請については当該職

員に当該申請に係る日の時差勤務に係る勤務時間等を割り振ることをやめる

ことができる。この再度の割振り又は割振りの取りやめは、同項の事情が生

じた日の前々日（業務上特に必要がある場合には前日）までに行うものとす

る。 

（半日単位の休暇等に係る日の取扱い） 

第６条 所属長は、次に掲げる日については、時差勤務に係る勤務時間等を割

り振ることができないものとする。 

（１）半日勤務時間の割振り変更（川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規

則（昭和４６年川崎市人事委員会規則第１２号）第３条の３第４項に規定

する半日勤務時間の割振り変更をいう。）に係る日 

（２）職員が半日を単位とする休暇を受ける日 

（３）職員が半日を単位として職務に専念する義務を免除される日 

（職員情報システムによる処理） 

第７条 この要綱の規定により行うこととされている申請及び勤務時間等の割



振りに関する事務について、職員情報システム（職員の勤務情報等を処理す

るための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下

同じ。）を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムに

より行うものとする。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 



別表 

所 属  

学校給食センター 

図書館（図書館分館にあっては、麻生図書館柿生分館に限る。） 


